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2 

ガイドラインの使い方 

ガイドラインの各項に記載されている内容を示します。 

 

1 ガイドラインの目的と位置付け 

ガイドラインの目的と区の各行政計画におけるガイド

ラインの位置付けについて解説しています。 

 

本 編 

実践編 

資料編 

2 ガイドラインにおけるグリーンインフラの考え方 

ガイドラインにおけるグリーンインフラの定義や範

囲、機能と効果について解説しています。 

 
3 グリーンインフラの取組みの考え方 

区全体におけるグリーンインフラの取組みのテーマを

示した上で、区、区民や事業者等が進めるグリーンイ

ンフラの取組み指針について解説しています。 

 
4 区民等への普及啓発と支援制度 

区による普及啓発の取組みや支援・助成制度について

紹介しています。 

 

本書で扱う範囲 

1 グリーンインフラの実践的取組みと効果 

各施設､場所で導入が想定されるグリーンインフラ施設

や各グリーンインフラ施設の効果について紹介します。 

 

1 各地域のグリーンインフラについて 

世界の各地域や日本におけるグリーンインフラの取組

みについて紹介します。 

 
2 世田谷区の地域特性における課題 

区においてグリーンインフラ導入に当たり考慮すべき

地域特性とその課題について解説しています。 

 
3 区の各種計画におけるグリーンインフラの扱い 

区で既に策定されている各行政計画におけるグリーン

インフラの扱いについて紹介します。 

 
4 グリーンインフラに関する組織 

グリーンインフラを推進するための区の体制等につい

て紹介します。 

 

2 活動団体が行う取組み 

民間の活動団体が区内で行っているグリーンインフラ

に係る活動について紹介します。 
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1． 各地域のグリーンインフラについて 

グリーンインフラに類似した取り組みは、世界各地で古くから行われてきました

が、‘グリーンインフラ’については比較的新しい概念であり、国や地域により定

義は様々あります。 

ここではまず、グリーンインフラの取組みが先行して行われてきた欧米の取組み

を紹介し、日本と同じアジアにあって先進的事例を持つシンガポールの取組み、日

本の取組みを紹介します。 

 

1.1 欧米におけるグリーンインフラ 

グリーンインフラは欧米発祥ですが、欧米といっても米国と欧州では、その特徴

が全く異なります。米国では、「治水」を目的とした雨水管理を中心にグリーンイ

ンフラを捉えており、欧州ではより広域の生態系ネットワークの保全や活用といっ

た「生物多様性」の観点からグリーンインフラを捉える傾向にあります。 

表 1.1 欧米の行政におけるグリーンインフラに関する基本的な捉え方 

行政機関 グリーンインフラの定義 重視するグリーン 

インフラの視点 

主に期待される生態系 

サービス(多面的機能) 

米国・ 

環境保護庁 
広域な地域スケール､水域スケ

ールではグリーンインフラは

それぞれが不可欠な環境的機

能を有する､保全された土地や

水域の相互につながったネッ

トワークである｡大規模なグリ

ーンインフラは生息地のコリ

ドーや水源地保護も含みます｡ 

生態系機能が強化さ

れた人工構造物(雨水

管理施設など) 

雨水の管理､洪水予防･緩

和､水質浄化､健全な都市環

境､野生生物の保全､大気浄

化､レクリエーション､環境

教育､ヒートアイランド現

象緩和 

欧州連合・欧

州委員会 
自然が人間に便益を提供する

空間的構造であり､きれいな空

気あるいは水といった多面的

価値を持つ生態系利益および

サービスをもたらす自然の能

力を強化することを目的とし

たものです｡ 

生態系保全･再生､生

態系サービスを生み

出す土地利用､エコロ

ジカルネットワーク

の形成､生態系を活用

した地域開発､防災･

減災 

生物多様性保全､水質浄化､

洪水緩和､気候変動緩和､適

応､レクリエーション､観

光､精神活動､農林水産業

(受粉媒介､害虫管理)､土壌

保全･改善､災害予防 

出典）・United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)：Green 

Infrastructure Case Studies(グリーンインフラのケーススタディ)：Municipal 

Policies for Managing Stormwater with Green infrastructure(グリーンインフラに

よる雨水管理のための地方自治体の政策),2010 

・European Union(欧州連合)European Commission(欧州委員会):Building a Green 

Infrastructure for Europe(欧州のグリーンインフラの構築),2013  
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1.1.1 米国 

米国のグリーンインフラの特徴は、植生や土壌、自然のプロセスを用いて、水管

理を行い、より健全な都市環境を創出することです。 

市や州規模では、生息地の確保や洪水防止、大気質・水質の浄化をしてくれる自

然エリアの集合体のことを指します。近隣地や敷地といった空間でも、水を吸収・

貯留することにより、自然を模倣した雨水管理システムも対象となります。 

 

表 1.2（1/2） 米国でのグリーンインフラの取組み 

項 目 内 容 

主たる 

目的 

飲料水の供給や公衆衛生の保護、合流や分流式下水道からの越流の軽減、雨水

による汚染の削減です。 

規則･基

準等 

連邦政府により水質浄化法が制定 (1972)され、EPA（環境保護庁）等が雨水管

理ガイドラインを策定(2004)し、グリーンインフラ主旨書を公表(2007)しまし

た。これを受け、グリーンインフラの普及のために取り組むべき戦略（Green 

Infrastructure Strategic Agenda）を策定しています。 

効  果 都市に自然をもたらす／心身の健康を向上／財産価値を高める／エネルギーを節

約／野生動物の生息地を強化／下水道整備に伴うコストを節約 

グリーン

インフラ

の要素技

術の例 

〈レインガーデン〉 

 

レインガーデンは、屋根、通り、歩道

からの雨水の流出を収集する、小さく

て浅い沈んだ植栽の領域です。 

写真出典）フロリダ州ヒルズボロ郡 HP 

(https://www.hillsboroughcounty. 

org/en/newsroom/2018/04/10/a-

rain-garden-is-an-attractive-way-

to-improve-water-quality) 

〈金属製の縦樋プランター〉 

 

縦樋プランターは、雨水が下水道に入

る前に吸収してろ過するように特別に

設計された装飾的な手入れの行き届い

たプランターです。 

写真出典)フィラデルフィア水道局 HP 

(https://www.pwdraincheck.org/ 

en/stormwater-tools/metal-

downspout-planters) 
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表 1.2（1/2） 米国でのグリーンインフラの取組み 

項 目 内 容 

グリーン

インフラ

の要素技

術の例 

〈レインバレル(雨水タンク)〉 

 
雨水貯留システムは、雨水の一時的に

貯留し、河川や下水道への流出を遅ら

せ、貯めておいた雨水を後で水やり等

に使用することができます。 

 
写真出典)フィラデルフィア水道局 HP 

（https://www.pwdraincheck.org/ 

en/stormwater-tools/rain-barrels） 

〈雨水プランター〉 

 
雨水プランターは、通りや歩道から

の流出を捕捉する特殊な歩道シ

ステムです。プランターは浸透

性の布で裏打ちされ、砂利や石

で満たされ、植生で覆われてい

ます。 
写真出典)フィラデルフィア水道局 HP 

（https://water.phila.gov/gsi/tools/ 

stormwater-planter/） 

出典）・United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)HP「What is 

Green Infrastructure? (グリーンインフラとは？)」 

・フロリダ州ヒルズボロ郡 HP 

(https://www.hillsboroughcounty.org/en/newsroom/2018/04/10/a-rain-garden-is-

an-attractive-way-to-improve-water-quality) 

・フィラデルフィア水道局 HP 

（https://www.pwdraincheck.org/en/stormwater-tools/metal-downspout-planters） 

（https://www.pwdraincheck.org/en/stormwater-tools/rain-barrels） 

（https://water.phila.gov/gsi/tools/stormwater-planter/ 

・国土交通省 HP：海外事例と我が国でのグリーンインフラの取組 

（https://www.mlit.go.jp/common/001267827.pdf） 
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1.1.2 欧州 

欧州のグリーンインフラの特徴は、多様な生態系サービスを享受するためにデザ

インされていることにあります。管理されている自然環境・半自然環境エリアおよ

びそのほかの環境要素（動植物、景観など）をつなぐ戦略的に考えられたネットワ

ークです。 

 

表 1.3 欧州でのグリーンインフラの取組み 

項 目 内 容 

主たる目的 生態系サービスの維持・形成を主目的に自然環境や半自然環境で形成する戦

略的なネットワークの形成を図ることです。 

根拠法令等 欧州委員会･環境総局により、広範な生態系サービスを維持・形成を推進する

ためのグリーン・インフラ戦略を策定。 

規則･基準等 既存の断片化された自然エリア（緑地・公園 等）と Natura2000 をつなぎ、

劣化した生息地を 復元する取組を中心に実施。 

※Natura2000：希少種と絶滅危惧種の中核となる繁殖地と休息地のネットワークであ

り、独自 の権利で保護された貴重な自然生息地の種類 を示すもの。EU 域内の

26,000 地区、EU 全土の 約 18 パーセントに相当する面積を自然保護区 に指定。 

グリーンイ

ンフラの要

素技術の例 

 
良質な生態系保全の ための空き地

の活用 

 
都市近郊の河川 連続した生物の生息 

地のために重要 

出典：国土交通省総合政策局環境政策

課調査 

出典）・国土交通省：海外事例と我が国でのグリーンインフラの取組 

（https://www.mlit.go.jp/common/001267827.pdf）  
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1.2 アジアにおけるグリーンインフラ 

アジアにおけるグリーンインフラといっても、国や地域によって様々な考え方の

もと行われています。ここではグリーンインフラの先進的取組みとして注目されて

いるシンガポールの事例を紹介します。 

表 1.4（1/2） シンガポールにおける ABC 水のデザイン・ガイドライン（略称

ABC-WDG）の取組み 

項 目 内 容 

主たる目

的 

ABC-WDG は、シンガポール国土全体を対象とした水の戦略であり、ABC-WDG

の ABC とは、Active（いきいきとした市民のレクリエーションのための場

所）、Beautiful（美しいシンガポール国内の水資源を都市のランドスケープと

包括的に取り扱う）、Clean（安全性、水質の向上）の頭文字です。 

ABC-WDG の大きな目的は、環境と水資源とコミュニティの３つを核に、国民

が生き生きとして、誰もが美しくきれいな水と共に暮らす国にすることです。 

規則･基準等 ABC-WDG は、シンガポールの公益事業庁(PUB)が中心となってまとめてお

り、PUB 及び都市再生庁（Urban Redevelopment Agecy〈URA〉）が推進してい

ます。 

効果 ABC-WDGに基づいて整備され、2010 年～2016 年の間に ABC Watersの認証を

受けたプロジェクトは 59件にのぼっています。 

グリーン

インフラ

の要素技

術の例 

核になるのがグリーンインフラの適用です。特徴は以下の 2点です。 

①国内の一定面積以上の敷地・街区・都市スケールの開発案件全てに対して、

開発のタイプや土地利用に応じて必要なグリーンインフラ適用技術を明確に

示し、新規の開発敷地からの雨水の表面流出の削減に加えて、屋上から敷地

内の屋外空間を活用してグリーンインフラを適用することにより、微気象の

緩和、健康増進、生物多様性の向上などに寄与し得る、空間像を伴ったグリ

ーンインフラを啓蒙しています。 

②ABC-WDG には、具体的なパイロットプロジェクトが紐づいています（図 

1.1）。ABC-WDG に基づいて整備され、2010 年～2016 年の間に ABC Waters の

認証を受けたプロジェクト 59 件のうち、47 件が集合住宅を中心とした建築

とそれに付帯した庭であり、公園等の都市緑地が 7 件、広場・公開空地が 2

件、その他に港湾、駐車場、歩行者空間が見られます。この認証事例には、

屋外空間のみどりの機能と雨水管理を組み合わせることにより、ABC-WDG に

示されている持続的雨水管理を核としたグリーンインフラ適用策の推進が、

プロジェクトの実践として機能しています。適用されたグリーンインフラ手

法としては、限られた敷地を最大限に活かすために、屋上緑化、雨庭、生態

緑溝、生態滞留池の組み合わせが最も多くみられました（図 1.2）。 

 

105



 

6 

表 1.4（2/2） シンガポールにおける ABC 水のデザイン・ガイドライン（略称
ABC-WDG）の取組み 

項 目 内 容 

グリーン

インフラ

の要素技

術の例 

 
図 1.1  ABC-WDG で現在進行中のプロジェクト 

出典）Public Utilities Board（PUB）：Active,Beautiful,Clean Waters Design 
Guidelines 4TH EDITION，2018 

出典）福岡孝則・加藤禎久：シンガポール ABC水のデザインガイドラインにおけ
るグリーンインフラ適用策の推進手法，公益社団法人日本都市計画学会都市計
画報告集，№17，p.423-429，2019.2 

 
図 1.2 屋上空間において水と緑の機能を賢く活かした GI適用策の例（左：

日常時、右：降雨時） 
出典）福岡孝則・加藤禎久：シンガポール ABC水のデザインガイドラインにおけ

るグリーンインフラ適用策の推進手法，公益社団法人日本都市計画学会都市計
画報告集，№17，p.423-429，2019.2 

出典）・Public Utilities Board（PUB）(公益事業委員会)：Active,Beautiful,Clean Waters 
Design Guidelines 4TH EDITION(ABC 水のデザインガイドライン第 4版)，2018 

・福岡孝則・加藤禎久：シンガポール ABC水のデザインガイドラインにおけるグリーン
インフラ適用策の推進手法，公益社団法人日本都市計画学会都市計画報告集，№17，
p.423-429，2019.2 

・福岡孝則：都市に「水と人」の接点を 「グリーンインフラ」世界事情，水の文化第 60
号，p.50-53，2018.11 

・福岡孝則：都市スケールのグリーンインフラ、ビジョンとアプローチ，決定版！グリ
ーンインフラ，2022.4  

● 整備完了したプロジェクト 

● 今後整備予定のプロジェクト 

★ ABC Waters の認証を受けたプ

ロジェクト 
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1.3 日本におけるグリーンインフラ 

日本では、意図的に、あるいは意図せずに、古くからグリーンインフラと同様の

自然が持つ多面的機能を生かした取り組みが行われてきました。 

例えば、日本で稲作が始まったの

は縄文時代からと言われており、稲

作を行う場である田んぼは、食料生

産を行う場として整備されますが、

同時に、降雨を一時的に貯留して治

水上の効果も発現し、動物や植物の

生息生育場所としても機能します。

農林水産省では、この田んぼが持つ

雨水貯留機能を向上させるために、

通常の状態よりも多くの水を貯めて

おける工夫を施した「田んぼダム」

の取組みを始めています。 

日本で古くから見られる霞堤（か

すみてい）については、想定を超え

る大雨等により河川の水量が増えた

時に、堤防の切れ目から水を逃がし、

被害を少なくする仕組みですが、生

物の視点で見ると、増水時には河川

の生物が一時的に水路などに避難し、 

平時には避難していた生物が元の河川に戻れるようになっているなど、治水上の機

能に加えて、生物の生息生育環境を保全する機能が認められます。 

 街路樹についてみれば、奈良時代に既に街路樹が存在し、様々な果樹が人々に緑

陰と癒しを与えていました。江戸時代には、各地の気候風土に合わせ、杉や松など

を植えた並木道や一里塚が整備され、街路樹はその場所を表すシンボル的な存在を

担っていました。現在でもそれらの一部は、観光を通じた地域振興にも寄与してい

ます。現代では、全国に約680万本に及ぶ多種多様な街路樹（高木）が存在し、その

機能も多岐にわたっています。例えば「道路緑化技術基準・同解説」によると、樹

木の緑により景観を向上させたり、景観上好ましくないものを目隠ししたりする

「景観向上機能」、騒音の軽減や大気汚染物質を吸着し浄化する「生活環境保全機

能」、日射の遮蔽や蒸散による潜熱化などの「緑陰形成機能」、視線を誘導し、安全

に走行せる「交通安全機能」、防風や砂防、防雪、火災時の延焼遮断といった「防災

 
沢尻の棚田（宮城県丸森町） 

※食糧生産の場であるとともに雨水貯留機能等

を有しています。 

 

 

 

 

 

 

   平 時    増水時     増水後 

霞堤の模式図 
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機能」があります。 

また、公害による健康被害が顕著であった昭和の年代には、汚染源近くの病院や

学校に近接して、植物が持つ大気浄化機能を生かした緑化の取組みがなされていま

した。また、平成の年代には、治水や治水上砂防の機能を中心にしつつも、生物の

生息生育環境の保全や自然とのふれあい機能を生かした「多自然川づくり」や「都

市山麓グリーンベルト構想」などの取組が進められています。 

このように、従来の社会資本整備や土地利用等の取組みにおいては、グリーンイ

ンフラと称してはいないものの、既に、自然環境が持つ防災・減災、地域振興、環

境といった各種機能を活用した取り組みを実施しています。 

なお、政府文書において、初めて「グリーンインフラ」という言葉が登場したの

は、国土形成計画（平成27年８月閣議決定）であり、その後、第４次社会資本整備

重点計画（平成27年９月閣議決定）等、様々な行政の計画でグリーンインフラが位

置づけられ、「安全・安心で持続可能な国土」、「国土の適切な管理」、「生活の

質の向上」、「人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会の形成」といっ

た課題への対応として、グリーンインフラの取組みを推進することとされてきまし

た（図 1.3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 グリーンインフラのイメージ 

出典）グリーンインフラストラクチャー～人と自然環境のより良い関係を目指して～（国土交通省総

合政策局環境政策課、平成29年3月） 

 

グリーンインフラ 
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その後、有識者からなる「グリーンインフラ懇談会」を開催し、グリーンインフ

ラの推進に向けた議論を本格的に開始するとともに、国土交通省は、令和元年７月

に「グリーンインフラ推進戦略」を公表しました。令和５年９月には、国土交通省

は、新たな「グリーンインフラ推進戦略2023」を公表し、その中で、グリーンイン

フラで実現を目指す社会の姿を『自然と共生する社会』と定め、具体的な姿として

以下の４点を掲げています。 

(1)自然の力に支えられ、安全、安心に暮らせる社会 

(2)自然の中で、健康で快適に暮らし、クリエイティブに楽しく活動できる社会 

(3)自然を通じて、安らぎとつながりが生まれ、子どもたちが健やかに育つ社会 

(4)自然を生かした地域活性化により、豊かさや賑わいのある社会 

出典）グリーンインフラ推進戦略2023（国土交通省、令和５年９月） 

 

国では以下のとおりグリーンインフラを位置づけています。 

表 1.5 国におけるグリーンインフラ 

グリーンインフラとは、「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面に

おいて、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都

市・地域づくりを進める取組」である。 
 
〈解説〉 
・「グリーンインフラ」という言葉は、自然環境が有する機能を社会における様々な課題

解決に活用する考え方で、1990 年代後半頃から欧米を中心に使われていたものが、我

が国においても、近年、その概念が導入され、様々な研究が進められてきました。 

・グリーンインフラの「グリーン」は単に緑、植物という意味を持つのではなく、さらに

「環境に配慮する」、「環境負荷を低減する」といった消極的な対応を越え、緑・水・

土・生物などの自然環境が持つ自律的回復力をはじめとする多様な機能を積極的にいか

して環境と共生した社会資本整備や土地利用等を進めるという意味を持つ。また、グリ

ーンインフラの「インフラ」は、従来のダムや道路等のハードとしての人工構造物だけ

を指すのではなく、その地域社会の活動を下支えするソフトの取組も含み、公共の事業

だけではなく、民間の事業も含まれる。 

出典）グリーンインフラ推進戦略（国土交通省、令和元年７月） 

グリーンインフラ推進戦略2023（国土交通省、令和５年９月） 
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2． 世田谷区の地域特性における課題 

2.1 グリーンインフラ導入に当たり考慮すべき世田谷区の地域特性 

2.1.1 区の概況 

1） 位置・面積 

区は、東京 23 区中の南西部に位置し、都心（東京駅）まで約 9～18km、副都心（新宿・

渋谷）まで約 1～10km の距離にあります（図 2.1）。東は目黒区・渋谷区、北は杉

並区・三鷹市、西は狛江市・調布市、南は大田区とそれぞれ接し、さらに多摩川を

はさんで神奈川県川崎市と向かい合っています。 

区の形は、東西約 9km・南北約 8kmのほぼ平行四辺形であり、面積は約 85.05km2です。こ

れは大田区に次ぐ広さで、東京都区部総面積の約 1割を占めています。 

 

図 2.1 東京都における世田谷区の位置 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 
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2.1.2 区の土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらは鉄道駅周辺や幹線道路沿いに立地しており、区においては交通結節点を商業

の中心としつつ、その周辺に住宅生活圏が広がっていることがわかります。 

なお、大規模な公園や運動場、農地等は多摩川左岸や区中西部にみられる一方、東部で

は比較的少なく、畑や樹園地、森林はほとんどみられません。 

 
図 2.3 世田谷区の土地利用の現況 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5 年 4 月、世田谷区） 

 

図 2.2 土地利用の構成 
出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利
用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 

区は都心に近い良好な住宅環境のあるま

ちとして、明治時代以降に開発が進

められてきました。そうした経緯も

あり、現在の土地利用としても区全

体のほとんどが住宅の街としての特

性を反映して、多くの住宅地が占め

ています。 

特に多いのは戸建住宅を示す専用住宅用

地で､区内各地にみられます。次に多

いのは集合住宅となっており､両者で

全体の 50.5％を占めています。これ

に対し､専用商業施設に分類される商
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2.1.3 区の自然環境 

1） 区の地勢と水環境 

(1)地勢 

区は、多くの部分を占める武蔵野台地と、その南西側を流れる多摩川沿いの低地

から成り立っています。武蔵野台地の東南部は、多摩川によって形成された河岸段

丘で、標高の低い立川面と、高い武蔵野面の二段が形成されています。このうち、

区内の台地はほとんどが武蔵野面で、南西の端には多摩川に向かって急な段丘崖が

あります。 

台地部の標高は、北西側で 40～50ｍ、南東側で 25～40ｍほどで、台地全体が南

東に向かって緩やかに傾斜しています。 

区内を流れる河川には、南西部を流れる一級河川の多摩川や、仙川、野川、谷沢

川などがあります。これらの河川は区内を枝分かれ状に流れ、台地を浸食しながら

丘や谷の起伏を形成してきました。こうしてできた代表的な地形が国分寺崖線です。

国分寺崖線は約 10 万年にわたる武蔵野台地の浸食によりできた崖地であり、多摩

川と野川に沿って 10～20ｍの高さを有するその斜面は、区内で唯一の帯状の緑地

帯となっています。 

 

図 2.4 世田谷区の標高 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区）  
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(2)区の河川と湧水の分布 

区内には、一級河川として、多摩川、野川、仙川、谷沢川及び丸子川の５河川が

流れており、二級河川としては目黒川、烏山川、北沢川、蛇崩川、呑川及び九品仏

川の６河川が流れています。これらの河川の多くは、かつてはかんがい用水（外部

から農地へ人工的に水を供給するシステムのこと）として利用されていましたが、

宅地化が進むにつれて農地が減少したため、一部の河川は下水道幹線として暗渠化

され、地上部は緑道となっています。 

湧水は、国分寺崖線沿いなどに約100か所が確認されており、河川の重要な水源と

なっています。また湧水は、みどりや生きものを育み、健全な水循環の役割を担う

地下水の状態を示すバロメーターとなっています。なお、等々力渓谷・等々力不動

尊・烏山弁天池、岡本静嘉堂緑地の3か所は「東京の名湧水57選（東京都環境局）」

に選定されています。 

また、通常、地下水がある武蔵野台地のレキ層より上のローム層の中には、「宙

水」と呼ばれる地下水が広い地域に存在しています。 

湧水・地下水は、雨量の影響を強く受けて湧水量や地下水位が変化する傾向があ

りますが、長期的には市街化による雨水の地下浸透量低下などが原因と思われる、

わずかな減少傾向がみられます。 

 
図 2.5 世田谷区の主な河川・水路（開渠・暗渠）湧水 
出典）世田谷区みどりの基本計画（世田谷区、平成 30年 4月）  
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(3)国分寺崖線 

区には豊かなみどりに覆われた崖の連なり「国分寺崖線（こくぶんじがいせん）」が

あり、「世田谷のみどりの生命線」とも言われています。これは多摩川が 10 万年以上の

歳月をかけて武蔵野台地を削り取ってできた段丘で、その周辺には樹林や湧水などが多

く残り、生きものにとっても重要な生息空間になっています。 

 

図 2.6 国分寺崖線 

出典）国分寺崖線マップ（令和 5年 3月、世田谷区） 

 

 

  
国分寺崖線（成城みつ池緑地方面） 

写真手前は野川 

野川 
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2） 区の緑地等 

(1)みどり面の分布 

区は、市街化された住宅の街ですが、多摩川や国分寺崖線、大小様々な公園緑地、

農地、住宅地の緑など、多様で良好なみどりが残っています。地域別にみると、南

西の砧地域や玉川地域の一部は、多摩川や国分寺崖線のほか、砧公園や大蔵運動公

園などの大規模公園、住宅地、大規模団地などのみどりと多くの農地が残っていま

す。主に烏山地域や玉川地域、砧地域の一部は、住宅地の中に社寺林や農地が点在

し、駒沢公園や祖師谷公園などの大規模公園、病院や学校、企業グラウンドなどに

みどりが多く残っています。北東の世田谷地域や北沢地域は、世田谷公園や羽根木

公園などの中規模公園があるものの、市街化が進み比較的みどりが少なくなってい

ます。 

 
図 2.7 みどり面の分布 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 
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(2)みどり率（町丁目別） 

区のみどり率は 24.38％で、区の南西ほど高い傾向になっています。特に多摩川

と国分寺崖線に沿った地域で 30％を超えている町丁目が連続しています。一方で

10％未満の町丁目もみられます。 

 

図 2.8 町丁目別みどり率 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 
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(3)都市公園等 

都市公園等（都立・区

立の公園、身近な広場）

は、2021 年 4 月の時点で

区内に 559 箇所あります。

箇所数、面積はともに増

加傾向にあり、1981 年か

ら 2021年の間には 341箇

所、約 89ha増加しました。 

図 2.9 都市公園等の推移 

 

 

図 2.10 世田谷区の都市公園等の分布 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5 年 4 月、世田谷区） 

 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～

（令和 5年 4月、世田谷区） 
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(4)区の農業の状況 

区の都市農地は 2021 年の時点で 79.06（ha）あり、農地率（全区面積に対する

農地の割合）は 1.45％です。1975年以降、農地は毎年数 haずつ減少しており、農

家戸数についても、1975 年から 2021 年までの間に 914 戸だった農家戸数は 300 戸

にまで減少しています。 

 

図 2.11 全農地と生産緑地地区の面積及び農家戸数の推移 

※農家基本調査集計表、都市計画課資料より作成 

※全農地については、10ha 以上の生産緑地及び農地を所有している農家を対象に集計して

います。 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 

区の都市農地は、1,000～3,000m2 の農地の面積が最も多く、次いで 1,000 m2 以

下の小規模な農地の面積が多くなっています。区の西半分に多く分布し、砧地域の

低地や烏山地域に農地が多くみられます。 

 

表 2.1 農地の規模別面積の推移 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 
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3） 区の生物 

河川及び主な湧水、みどり率、農地の分布状況などのみどりとみずの特徴から、

区を大きく3つの地域に分けています。南西部は多摩川や国分寺崖線等のまとまっ

た緑が多く残る「①みどりの連続性が高い地域」、中央部は住宅の中に社寺林や農

地が点在する「②住宅地の中に中・小規模緑地が点在する地域」、東部は都心に近

く開発が進んでいる「③市街化が進み比較的みどりが少ない地域」という特色が見

られます（図 2.12）。また、表 2.2に令和3年度に行った動植物調査の結果を示し

ます。 

 

図 2.12 世田谷区の地域性区分 

出典）生きものつながる世田谷プラン（平成 29 年度～平成 44 年度）（世田谷区みどりとみず政策担

当部みどり政策課、平成29年3月） 

 

表 2.2 生物の資源調査結果（地区別の生物の確認種数） 

 
注）地域区分は図 2.12による。表中の数字は種数を示す。 

出典）令和3年度世田谷区みどりの資源調査報告書（世田谷区、令和 4年3月） 

  

②住宅地の中に中・小規模

緑地が点在する地域 

①みどりの連続性が

高い地域 

③市街化が進み比較的み

どりが少ない地域 
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2.1.4 グリーンインフラ導入検討に資する情報 

1） 雨水流出抑制施設選択 

貯留・浸透施設の設置について、貯留施設は浸透効果に係わらず設置できますが、

浸透施設は地形条件等を踏まえて、浸透効果を確認した上で設置する必要がありま

す。地形と地下水位の位置関係で見ると、一般的には、標高の高い台地では、地下

水位は地表から深い位置に存在し、標高の低い低地では、地下水位は地表から浅い

位置に存在することになります。区においても、河川等に向かって高低差があり、

地下水位が地表から浅い箇所があります。このような箇所では、浸透効果が得られ

ない可能性があります。図 2.13に示す雨水流出抑制施設選択図は、この地形条件等

を加味して、「浸透施設の設置に適した区域」と「浸透施設の設置に際して調査が必

要な区域」に色分けした図となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

雨水流出抑制施設選択表 

〇：設置効果が期待できる。 
△：設置に当たっては､調査を必要とする。 

その他世田谷区土砂災害ハザードマップ
及び東京都の「大規模造成地マップ（世
田谷区）」(※東京都都市整備局 HP 参照)
を参考とする。 

図 2.13 雨水流出抑制施設選択図 

出典）世田谷区雨水流出抑制施設技術

指針（世田谷区、令和 4 年 4月） 
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2.2 区の地域特性における課題 

1） 流域対策 

気候変動の影響により、台風がより発達した状態で上陸する可能性が示されると

ともに、近年頻発している局所的な集中豪雨により、今後更に水災害が増加する懸

念が高まっています（図 2.14）。最近では、線状降水帯（積乱雲が線状に伸びた地

域で大雨を降らせる現象）により豪雨災害が引き起こされるケースが増えており、

かつ、気象庁は関東甲信越地方においても線状降水帯が発生する可能性を示してい

ることから、区においても警戒が必要です。区のような都市部では、コンクリート

の建物が多く、道路もアスファルト等で舗装されていて雨水が浸透しにくくなって

いることから、豪雨の際には、雨水排水が追い付かなくなり、浸水被害が生じる恐

れがあります。 

これらの浸水における対策としては、河川や下水道の役割の強化策だけではなく、

人々が生活する空間を含む流域全体において対策（流域対策）していくことが求め

られています。 

 

図 2.14 東京都内の時間 50mm超豪雨の発生率推移 

出典）東京都豪雨対策アクションプラン（東京都、令和 2年1月） 
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2） 緑地の動向（みどり率他） 

緑被率、自然面率及び 2000 年に指標化されたみどり率については、測定精度が

向上した 2006年以降だけで見ても、微減傾向にあります。 

区は、みどりの将来像『多様なみどりが笑顔をつなぐ街・世田谷』の実現を

目指して、区政 100 周年となる 2032(令和 14)年にみどり率を 33％とする長期

目標「世田谷みどり 33」を掲げています。現在、減少傾向にあるみどり率等

を回復傾向に転じさせて、目標に近づけていくことが課題です。 

 

 

図 2.15 緑被率､みどり率､自然面率､公園率の推移 

出典）世田谷の土地利用 2021～世田谷区土地利用現況調査～（令和 5年 4月、世田谷区） 
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（1944 年 10 月 16 日撮影）                （2019 年 10 月 30 日撮影） 

図 2.16 国分寺崖線のみどりの変遷 
出典）国土交通省国土地理院：地図・空中写真閲覧サービス 

 

谷戸橋地区センター

かわせみ館(狛江市) 

成城学園前駅 

成城みつ池緑地
 

谷戸橋地区センター

かわせみ館(狛江市) 

成城みつ池緑地

 

成城学園前駅 

3） 国分寺崖線のみどり 

国分寺崖線上に位置する成城みつ池緑地付近における過去と現在の空中写真を比

較してみました（図 2.16）。成城みつ池緑地に含まれる神明の森みつ池特別保護区

は、都市緑地法による特別緑地保全地区に指定（昭和 53年 3 月 8 日）されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成城みつ池緑地のように、現制度下において適切に保全されている緑地も見られ

ますが、その周辺の緑地については、過去には崖線と呼ばれるように線状に繋がっ

ている一方、現在では宅地化等により緑地の縮小・消失が見られます。 
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4） 都市農地 

区の農地面積は、戦後、減少の一途をたどっています。昭和 25 年（1950 年）に

1,345.70（ha）あった農地は、令和 4年（2022年）には 77.28（ha）となっており、

この約 70 年の間に、面積にして 1268.42（ha）、割合として 94.3%の農地が失われ

たことになります。農地の減少は、農地がもつ貯留・浸透機能が失われることにな

りますので、良好な都市環境の形成に資するみどりとして保全していくことが求め

られています。 

 

 

図 2.17 区内農地面積の推移 

出典）せたがや農業通信 令和 5年度世田谷の農業の概要（世田谷区、令和 5年 4月） 

 

5） ヒートアイランド現象 

 「ヒートアイランドとは、区のような都市部にできる局地的な高温域のことであ

り、郊外に比べて都市部ほど気温が高く、等温線が島のようになることからこの名

前がついています。」ヒートアイランド現象を形成する主な要因としては、「緑や

水面といった自然面の減少、道路（アスファルト）や建物（コンクリート等）等の

人工被覆面の増加」、「エアコンや自動車等から排出される人工排熱の増加」、

「都市形態（建物幅、建物高さ等）の変化」の 3点を挙げることができます。 

ヒートアイランドは地球温暖化による影響とあいまって、真夏日・猛暑日の日数

を増加させていると言われています。また、真夏日や熱帯夜の日数の増加は、熱中

症や睡眠障害の増加、感染症の流行域拡大等との関連も指摘されています。 

 東京都が作成した熱環境マップ（図 2.18）によれば、区は北東方面の住宅密集

地域においてヒートアイランドの課題が見られます。 
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図 2.18 熱環境マップ（10類型） 

※本マップの作成に際しては、独立行政法人建築研究所足永研究室が開発した都市気候予測シス

テムUCSS により算出したデータ等を元に、各地域の特性を把握し、類型化を行っています。 

出典）ヒートアイランド対策ガイドライン（平成17年7月策定、東京都） 

  

世田谷区 
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3． 区の各行政計画におけるグリーンインフラの扱い 

区のグリーンインフラに関係する各行政計画において、グリーンインフラがどの

ように記載されているか、以下に示します。 

 

3.1 世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度） 

本基本計画では、世田谷区は、区制 100周年となる 2032年（令和 14年）までに、

みどり率 33％を確保するため、「水循環の回復」、「みどりの道づくり」、「みどりに

よる安全なまちづくり」の取組みとしてグリーンインフラを掲げています。 

 

 

図 3.1 グリーンインフラの観点による水循環のイメージ 

出典）世田谷区みどりの基本計画（平成 30年 4月、世田谷区） 
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3.2 世田谷区豪雨対策行動計画（改定） 

区は、グリーンインフラの持つ雨水貯留・浸透、流出抑制機能に着目し、「流域

対策」の強化にあたり、「グリーンインフラの推進・促進」を加え、グリーンイン

フラを流域対策の考え方に位置付けています。 

 

図 3.2 世田谷区豪雨対策行動計画の体系図に見るグリーンインフラの位置付け 

出典）世田谷区豪雨対策行動計画（改定）（世田谷区土木部豪雨対策･下水道整備課、令和 4年

３月） 
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3.3 世田谷区環境基本計画（後期）（2020年度～2024年度） 

本計画では、後期計画の実施にあったって重視すべき10の視点を整理しており、

その一つとして『豪雨対策など、グリーンインフラの視点を踏まえた取組の推進』

を掲げています。 

 

 

図 3.3 後期計画の実施にあたっての重視すべき視点 

出典）世田谷区環境基本計画（後期）（令和 2年３月 世田谷区） 
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3.4 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 

 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画では、区のめざす将来像の実現と、温室効

果ガス排出量の削減目標の達成に向けて、区民・事業者・区等のそれぞれが、主体

的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組みを進めることとしています。 

 地球温暖化対策における区の施策体系については、図 3.4に示すとおりであり、

区が行う6つの施策のうちの地球温暖化適応策として、グリーンインフラを取り入れ

た施設整備等が位置づけられています。 

 

図 3.4 世田谷区の地球温暖化対策における施策の体系 

出典）世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和 5年 3月） 
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また、本計画の 5つの重点施策の一つとして、『グリーンインフラの保全・活用

促進』を掲げています。 

 

図 3.5 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画の重点施策 

出典）世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和 5年 3月） 
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4． グリーンインフラに関する組織 

4.1 世田谷区グリーンインフラ庁内連携プラットフォーム 

区では、区が管理する施設等の整備においてグリーンインフラを取り入れるとと

もに、区民に広く周知することを目的として、令和2年10月に、横断的組織である

「世田谷区グリーンインフラ庁内連携プラットフォーム」（以下、「庁内連携プラ

ットフォーム」という。）を設置しました。 

 

 

図 4.1 世田谷区におけるグリーンインフラによる取組み体系イメージ 

 

庁内連携プラットフォームは、以下(1)～(5)の事項を所掌しており、土木部豪雨

対策・下水道整備課が事務局を担っています。 

(1) 世田谷区のグリーンインフラの推進に関すること。 

(2) グリーンインフラに係る調査及び研究に関すること。 

(3) グリーンインフラの周知及び理解促進のための庁内検討に関すること。 

(4) グリーンインフラ官民連携プラットフォームとの連携に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、グリーンインフラに関すること。 

庁内連携プラットフォームを通じた庁内連携により、区のグリーンインフラの概

念や情報を共有化し、各取組みに活かしていきます。 
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4.2 グリーンインフラ官民連携プラットフォームへの参画 

1） グリーンインフラ官民連携プラットフォームとは 

 図 4.2に示したとおり、世田谷区は、国土交通省が事務局を担っている「グリ

ーンインフラ官民連携プラットフォーム」に参画しています。 

同プラットフォームは、多様な主体の積極的な参画及び官民連携により、社会資

本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能

を活用したグリーンインフラを推進し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づく

りにつなげることを目的に、令和 2年 3月 19日に設立されたものです。 

区は同プラットフォームに参画する中で、技術動向や多様な主体が連携した取組

事例について情報収集を図るとともに、区の取組みについても積極的に発信してい

ます。 

 

図 4.2 グリーンインフラ官民連携プラットフォームの概要 

出典）グリーンインフラ官民連携プラットフォーム HP（https://gi-platform.com/ 
know_activity/about） 

 

2） グリーンインフラ官民連携プラットフォームを通じた広報・啓蒙活動 

〇図 4.1に示すとおり、区におけるグリーンインフラの取組みは、グリーンイン

フラ官民連携プラットフォームと連携して進めています。 

〇これまでに、グリーンインフラ官民連携プラットフォームが発行する事例集への

掲載、グリーンインフラ大賞の選定を通じて、全国に区の取組みを発信していま

す。 
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グリーンインフラ事例集 令和 5 年 3 月版（グリーンインフラ官民連携プラットフ

ォーム企画・広報部会） 

 
※令和 5 年 3 月版の事例集において、区の事例は 2 件紹介され、うち 1 件は国土交通大臣賞

（生活空間部門）を受賞しました。（本編コラム p.21で紹介しています） 
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1. 用語の解説 

 

ア行 

用語 解説 

雨花壇 

花壇の基礎部を空隙率や浸透性の高い単粒度砕石で置換する

ことにより、雨水を貯留させながら地中へ分散、浸透させる

施設をいいます。 

雨庭 

地盤部を空隙率や浸透性の高い単粒度砕石で置換することに

より、雨水を貯留させながら地中へ分散、浸透させる施設を

いいます。 

インフラストラクチャー 生活や産業活動の基盤となっている施設。 

雨水タンク 

屋根に降った雨水を一時的に貯留する施設です。雨水タンク

に貯留されることで、雨水が河川や下水道に集中して流れ込

むことを抑制するとともに、降雨時に貯留された雨水が、庭

の水やり等の生活用水として利用できます。また、その結果

として、節水効果が期待されます。 

SDGs 

持続可能な開発目標（ SDGs： Sustainable Development 

Goals）の 17 の目標は、「経済」「社会」「自然資本」の 3

層に分類可能であり、「経済」は「社会」に、「社会」は

「自然資本」に支えられる構造となっています。本テーマの

「持続可能なまちづくり」、「次世代まで住み続けられるま

ちづくり」は、SDGs の 11 番目のゴール、「社会」面に属す

るゴールであり、「包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で

持続可能な都市及び人間居住を実現する」ことが目標として

示されています。 

屋上緑化 
建築物の断熱性や景観の向上、生態系の創出などを目的とし

て、屋根や屋上に植物を植え緑化することです。 

 

カ行 

グリーンインフラ 

自然環境が持つ様々な機能を目的に応じて積極的かつ有効に

活用することで、安全で快適な都市の環境を守り、街の魅力

を高める社会基盤や考え方のこと。 

グレーインフラ 
従来の人工構造物を中心とするインフラストラクチャーのこ

と。 

コリドー 

建物に付属して造られた長い廊下、回廊など。 建物の間を

つなぎ、あるいは建物や中庭の周りを回るように設置される

通路のこと。 
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サ行 

用語 解説 

浸水トレンチ 
多くの穴が開いている管のことで、敷地内の雨水を地下に染

み込ませる働きがあります。 

浸水ます 

コンクリート（又は合成樹脂）製で、底面や側面に多くの穴

があいている桝のことで、 

敷地内の雨水を集水して地下に染み込ませる働きがありま

す。 

浸透性舗装 
舗装体を通じて雨水を直接路床へ浸透させ、地中に浸透させ

る舗装をいいます。 

シンボルツリー 
住宅や建築物、通りなど、目立つところに植えられ、その地

域を象徴する背の高い樹木のこと。 

生態系サービス 
食料や水の供給、気候の安定など、生物多様性を基盤とする

生態系から得られる恵み。 

線状降水帯 

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織

化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を

通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ

50～300km程度、幅 20～50km 程度の強い降水をともなう雨

域を線状降水帯といいます。 

 

タ行 

宙水 

ローム層中に水を通し難い層が介在する場合、水が地中で局

所的に受け止められ、地下水が地表に近い位置に分布してい

るもの。世田谷では、区内の北東部の広い範囲に分布してい

る。 

地下水涵養 雨水浸透による地下水保全効果 

地下貯留浸透槽 

雨水貯留浸透槽とは雨水を一時的に貯めたり、地中に浸透処

理することで雨水が河川や下水道に流出するのを抑制する施

設。 

都市型水害 
地域に降った雨が下水の処理能力を超えて地表にあふれるこ

と 

 

ハ行 

ヒートアイランド現象 

都市域の気温が周辺部より高くなる現象。冷暖房や排気ガス

など人工熱の放出と、気温の上昇を抑える緑地の減少などが

原因。等温線が島の等高線に似るところから、熱の島といわ

れる。 

ビオトープ 

本来その土地に生息生育すると考えられる様々な野生動植物

が、生息生育することが可能な空間のことで、「動植物の生

息生育空間（環境）」との意味です。 

壁面緑化 建築物の壁面を植物で緑化することです。 
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マ行 

用語 解説 

水辺の楽校（がっこう） 

水辺をフィールドに、子どもたちが川に親しむ自然体験活動

を推進しようというもので、国土交通省が全国各地で進めて

いる。区内では、「せたがや水辺の楽校」として、地元の活

動団体や小中学校、多摩川漁業協同組合、国土交通省京浜河

川事務所、区教育委員会などが「せたがや水辺の楽校運営協

議会」を構成し、協力して実施している。 

 

ラ行 

緑化駐車場 

駐車場の地表部の一部又は全部を芝等を用いて緑化すること

により、一般的にアスファルトや砂利等からなる駐車場に、

グリーンインフラの機能を付与した施設です。 

緑溝 

溝状に掘削した部分を空隙率や浸透性の高い単粒度砕石で置

換することにより、雨水を貯留させながら地中へ分散、浸透

させる施設をいいます。 

レインガーデン 

地盤部を空隙率や浸透性の高い単粒度砕石で置換することに

より、雨水を貯留させながら地中へ分散、浸透させる施設を

いいます。 
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2. アンケート調査 
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